
第10回 四国中央市空き家・空き地問題無料相談会

空き家・空き地を所有されている方・管理されている方はもちろん、自宅や実家が空き家になる見込みの方を対象とした、総合相談会を開催します。
相続や売買など、空き家に関するお悩みを各分野の専門家に無料で相談できます！




開催概要


■日時　令和８年３月８日（日）
１３時３０分～１６時３０分（相談時間１組３０分以内）
■会場　消防防災センター ５階　会議室
■対象　市内にある空き家・空き地の所有者または管理者の方
（今後、空き家・空き地を所有する見込みの方を含む）で、管理や処分方法などにお困りの方
■相談内容
· 相続や登記に関するご相談
· 敷地の境界確認に関するご相談
· 利活用、不動産取引に関するご相談
· 改修や解体に関するご相談　ほか
■定員　１２組
■相談員（予定）宅地建物取引士、建築士、行政書士、土地家屋調査士、司法書士、市職員
■費用　無　料
■主催　四国中央市空き家・空き地対策連携推進会議

















申し込み方法（事前予約制）


２月１２日（水）から２月２５日（水）までに電話またはFAXで受け付け。FAXでお申し込みの際は、裏面の申込用紙に必要事項を記入してお申込みください。電話受付の場合は、後日申込書をお送りください。
　　　　受付時間：電話　平日午前８時半から午後５時まで
　　　　　　　　 FAX　 ２４時間








※お申し込み後、相談時間が決まり次第、ご連絡いたします
※相談当日は、相続関係説明図、登記事項証明書、公図、建物の外観写真や図面などの資料をお持ちいただくと、スムーズにご相談いただけます
第10回 四国中央市空き家・空き地問題
無料相談会　申込書

１．相談者情報
	ふりがな
	
	電話番号（携帯電話がある場合は携帯電話）
　　  （　 　　　）

	氏名
	

（生年月日：　　　年　　月　　日）
	

	
	
	FAX番号
　　　  （   　　　）

	住所
	〒　



２．空き家情報等
	空き家
所在地
	　四国中央市

	築年数
(経過年数)
	　　　　　年
	空き家になってからの年数
	　　　年

	相談希望時間

	ご希望の時間帯を第２希望までお選びください
【第１希望】　　□13時30分～　 □14時30分～  □15時30分～
□14時～　　　　□15時～ 　　　□16時～
□何時でもＯＫ

【第２希望】　  □13時30分～　 □14時30分～  □15時30分～
□14時～　　　　□15時～ 　　　□16時～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※希望時間に相談できない場合があります

	相談内容
	該当する項目に○をつけてください
１．相続　　２．売却　　３．管理　　４．活用　　５．その他
具体的な相談内容

	
	


※提供いただいた個人情報は、空き家・空き地問題無料相談会実施に際して必要な範囲内でのみ利用いたします
空き家・空き地問題無料相談会のお申込み・お問い合わせ先

〒799-0413 四国中央市中曽根町500番地（消防防災センター5階）　
四国中央市役所　建設部　建築住宅課　空家等対策室　　
Tel：0896-28-6183  Fax：0896-28-6189
Mail：akiya2014@city.shikokuchuo.ehime.jp



